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この社協だよりは、みなさまの会費と赤い羽根共同募金が使われています。

編集・発行／社会福祉法人　富加町社会福祉協議会

タウンホールとみか事務所西隣
（旧　ことばの教室）

「いきいき
 トレーニングプラザ」が
 オープンしました!!
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広報事業
◦広報誌の発行
　（ほっとほっと・社会福祉協議会だより）
◦ホームページ管理運営事業

生活支援事業
◦貸付事業（生活福祉資金貸付制度）
◦日常生活自立支援事業
◦生活困窮者自立支援事業

介護予防事業
◦特定高齢者事業
　（パワリハ教室・お口の健口教室）
◦一般高齢者事業
　（いきいきトレーニング・

筋力アップ教室・貯筋教室）

介護保険事業
◦居宅介護支援事業所の運営

児童福祉事業
◦児童センターの運営
◦放課後児童クラブの運営

平成28年度  事業計画・予算

地域福祉事業
◦生活支援活動担い手養成事業
　（くらしのサポーター養成講座）
◦福祉委員活動支援事業
◦福祉総合相談事業
　（福祉総合相談・無料法律相談）
◦啓発事業（タブレット教室）
◦地域交流事業
　（ほっと一息講座・ふれあい会食会）
◦高齢者買い物支援事業
◦独居、高齢者世帯・障がい者支援事業
　（給食サービス・大掃除事業）
◦福祉機器貸出事業
　（車いす、車いす積載型車両）

ボランティア推進事業
◦ボランティア養成講座
　（災害ボランティアセンター立ち上げ訓練）
◦ボランティアサポート事業
◦夏休みボランティア体験
　（小学生・中学生対象事業）
◦ふれあいいきいきサロン普及事業

法人運営事業
◦組織運営（社協会費や共同募金への協力依頼）
◦会議の開催（理事会、評議員会）
◦福祉団体への助成

地域で共に支え合い
いつまでも安心して暮らせる まちづくり

地域で支え合う福祉活動の推進

基本
理念

重点
項目
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　皆様からご協力いただきます会費は、社会福祉協議会の活動を進めるための貴重な財源です。
この会費により、地域福祉事業（ふれあい会食会、ほっと一息講座、給食サービス、福祉協力校
事業、車いす・車いす積載型車両の貸出等）ボランティア推進事業（ボランティアサポート事業、
夏休みボランティア体験等）等を実施します。本会の活動の趣旨をご理解いただき、皆様のあた
たかいご支援、ご協力をお願い申し上げます。
　尚、会費は各自治会の役員さんを通して、4月25日～5月25日の間で集めさせていただきます。

◆ 予　算 ◆
収入 支出

会費収入 3,172 人件費支出 56,499

寄付金収入 50 事業費支出 7,711

補助金収入 23,722 事務費支出 4,848

受託金収入 40,200 貸付事業支出 1

事業収入 1,708 助成金支出 923

受取利息配当金収入 7 固定資産取得支出 3,809

その他の収入 31 基金積立資産支出 50

基金積立資産取崩収入 4,000 積立資産支出 490

繰入金収入 1,373 繰入金支出 1,373

繰越金収入 1,491 予備費 50

合計 75,754 合計 75,754

(単位　千円)

社協会費のお願い

くらしのサポーター養成講座 高齢者買い物支援事業 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

社協会費を主な財源とした新規事業
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3月　サーキットあそび「忍者」

4月　新一年生とあそぼう

　4月よりタウンホールとみかに「いきいきトレーニングプラザ」がオープンいたしました。
トレーニングルームが広くなり、パワーリハビリテーション機器が8台、ウォーキングマ
シーンなどが4台と、運動機器は全部で12台になりました。
　さらに今年度は、いきいきトレー
ニング、パワリハ教室、筋力アッ
プ教室に加え、運動機器を使用し
なくてもできる運動の「貯筋教室」
も始まります。
　運動をやってみようと思われる
方は、7月からの各運動教室の募集
が6月1日から始まりますので、5
月に各戸配布される富加町役場の
広報紙をご覧ください。

　春休みも毎日たくさんのお友達が
遊びに来てくれました。

運動教室だより

児童センターだより

　4月から定員いっぱい ! !  
80名でスタートしました。

放課後児童クラブだ
より

入所式
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社会福祉法人富加町社会福祉協議会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
一	 本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
二	 本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
三	 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
四	 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供

しません。
五	 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
六	 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申

出があった場合には速やかに対応します。
七	 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
八	 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
九	 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。

個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー）

◆居宅介護支援事業
森　　浩美

〈電　話〉54-1313

◆地域福祉事業全般（事務局）
河合美智子

〈電　話〉54-1312

◆児童センター
増永三奈子　〈電　話〉54-1332

◆放課後児童クラブ
中川三谷子　〈電　話〉54-1332

富加町社会福祉協議会における福祉サービスに関する苦情解決体制

富加町社会福祉協議会では、社協が実施する全ての福祉サービスを対象として、様々な苦情に適切に対応するために、福祉サー
ビスに関する「苦情解決」事業を実施しています。
皆様からの苦情を受け付け、解決するために事業ごとに苦情受付担当者を、また、全体の苦情に対する苦情解決責任者、中立的
立場で苦情を受け付けてもらうことが出来る第三者委員を設置しています。

◦森　和美 〈電話〉 54-2890　　　　　 ◦ 川崎 美幸 〈電話〉 54-2843　　　　　 ◦越野 美紀子 〈電話〉 55-0058

苦情解決責任者

苦情受付担当者

第 三 者 委 員

足　立　正　孝　〈電話〉 54-1312事務局長

※第三者委員は、職員に直接苦情を聞かれたくない場合などに、直接苦情を申し立てることが出来る方です。
中立性を確保するために、社会福祉協議会の役員になっていない民生委員、児童委員にお願いしています。

河合美智子　〈電話〉 54-1332児童館長児童関係苦情解決責任者

苦情受付担当者

よろしくお願いいたします!!

／　　　　　　　　　　　　＼

4月より事務職員
として働くことに
なりました。
長屋美香です。

事務職員から福祉活動
専門員・児童館長に異
動となりました。
河合美智子です。



貸出用の車いす積載型車両が変わります！

住民の福祉のために！
車いすとスクエアステップマットを
いただきました！
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〒501-3305  加茂郡富加町滝田1381番地1
社会福祉法人富加町社会福祉協議会 事務局
電話番号 0574-54-1312
富加町ボランティア住民活動支援センター 
電話番号 0574-55-0066
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ　http://tomikasyakyo.or.jp/

富加町
児童センター

富加町役場

富加
小学校

富加町社会
福祉協議会
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事業の申し込み、ご相談はこちらまで

あたたかい心を
ありがとうございます

・匿名…………………………… 20,000円

　5月より、貸出用車両が「ホンダ　ゼスト」から
「ダイハツ　タント」になります。従来よりも車い
すの固定がしやすく、広いのでゆったりと乗って
いただけます。
　貸し出しを希望される方は、事務局（担当　河合）
まで、お問い合わせください。

今後の予定
　いずれの事業も事前に申し込みが必要と
なります。詳しくは各戸配布されるチラシ
をご覧ください。

◦無料法律相談
　5月24日（火）　タウンホールとみか
◦ふれあい会食会（加治田・夕田地区）
　5月27日（金）　東公民館
◦ほっと一息講座「ゆるストレッチ」
　5月28日（土）　富加町児童センター

◦ほっと一息講座
　「フラワーアレンジメント」
　6月4日（土）　富加町児童センター
◦パワーリハビリテーション講習会
　6月22日（水）
　いきいきトレーニングプラザ
◦ふれあい会食会
　（大山・大平賀・川小牧地区）
　6月29日（水）　西公民館

◦タブレット教室
　7月2日（土）　富加町児童センター

5月

6月

7月

　双葉中学校GI委員会より、アルミ缶回収により
得られた収益で購入した車いす2台とスクエアス
テップマットを、去る2月25日の双葉中学校の伝
統を伝える会において寄贈していただきました。
　車いすは、町内の車いすを必要とされる方への
貸し出し用に、スク
エアステップマット
は高齢者の健康維持
のための事業に、有
効に活用させていた
だきます。


	ほっとほっとNo.105[01]
	ほっとほっとNo.105[02-05]
	ほっとほっとNo.105[06]

